
議
員
提
出
第
十
八
号
議
案

地
方
財
政
の
充
実
・
強
化
を
求
め
る
意
見
書

地
方
自
治
体
は
、
子
育
て
支
援
、
医
療
及
び
介
護
な
ど
の
社
会
保
障
に
加
え
、
被
災
地
の
復
興
、
環
境

対
策
、
地
域
交
通
の
維
持
な
ど
、
そ
の
求
め
ら
れ
る
役
割
が
広
が
る
中
、
人
口
減
少
対
策
を
含
む
地
方
版

総
合
戦
略
の
策
定
な
ど
の
新
た
な
政
策
課
題
に
直
面
し
て
い
る
。
一
方
、
地
方
公
務
員
が
減
少
す
る
中
で
、

新
た
な
ニ
ー
ズ
の
対
応
が
困
難
と
な
っ
て
お
り
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
人
材
確
保
を
進
め
る
と
と
も
に
、

こ
れ
に
見
合
う
地
方
財
政
基
盤
の
確
立
を
目
指
す
必
要
が
あ
る
。

他
方
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
に
お
い
て
、
二
○
二
○
年
度
の
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
の
黒
字
化
を
図

る
た
め
、
社
会
保
障
と
地
方
財
政
が
二
大
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
さ
れ
る
な
ど
、
歳
出
削
減
に
向
け
た
議
論
が
進

ん
で
い
る
。

本
来
、
必
要
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
、
財
源
面
で
サ
ポ
ー
ト
す
る
の
が
財
政
の
役
割
で
あ

る
。
し
か
し
、
財
政
再
建
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
必
要
不
可
欠
な
サ
ー
ビ
ス
が
削
減
さ
れ
れ
ば
、
本
末

転
倒
で
あ
り
、
国
民
生
活
と
地
域
経
済
に
疲
弊
を
も
た
ら
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
平
成
二
十
八
年
度
の
政
府
予
算
、
地
方
財
政
の
検
討
に
あ

た
っ
て
は
、
歳
入
・
歳
出
を
的
確
に
見
積
り
、
人
的
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
社
会
保
障
予
算
の
充
実
を
図
り

つ
つ
、
地
方
財
政
の
確
立
を
目
指
す
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
次
の
対
策
を
講
じ
る
よ
う
強
く
求

め
る
。

一

社
会
保
障
、
被
災
地
復
興
、
環
境
対
策
、
地
域
交
通
対
策
及
び
人
口
減
少
対
策
な
ど
、
増
大
す
る
地

方
自
治
体
の
財
政
需
要
を
的
確
に
把
握
し
、
こ
れ
に
見
合
う
地
方
一
般
財
源
総
額
の
確
保
を
図
る
こ
と
。

二

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
、
地
域
医
療
構
想
の
策
定
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
、
生
活
困
窮

者
自
立
支
援
、
介
護
保
険
制
度
や
国
民
健
康
保
険
制
度
の
見
直
し
な
ど
、
急
増
す
る
社
会
保
障
ニ
ー
ズ

へ
の
対
応
と
人
材
を
確
保
す
る
た
め
の
社
会
保
障
予
算
の
確
保
と
地
方
財
政
措
置
を
的
確
に
行
う
こ
と
。

三

復
興
交
付
金
、
震
災
復
興
特
別
交
付
税
な
ど
の
復
興
に
係
る
財
源
措
置
に
つ
い
て
は
、
復
興
集
中
期

間
終
了
後
の
平
成
二
十
八
年
度
以
降
も
継
続
す
る
こ
と
。
ま
た
、
平
成
二
十
七
年
の
国
勢
調
査
結
果
を

踏
ま
え
、
人
口
急
減
・
急
増
自
治
体
の
行
財
政
運
営
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
地
方
交
付

税
算
定
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
。

四

法
人
実
効
税
率
の
見
直
し
、
自
動
車
取
得
税
の
廃
止
な
ど
各
種
税
制
の
廃
止
、
減
税
を
検
討
す
る
際

に
は
、
自
治
体
財
政
に
与
え
る
影
響
を
十
分
検
証
し
た
う
え
で
、
代
替
財
源
の
確
保
を
始
め
、
財
政
運

営
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
対
応
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
や

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
財
政
運
営
に
不
可
欠
な
税
で
あ
る
た
め
、
現
行
制
度
を
堅

持
す
る
こ
と
。

五

地
方
交
付
税
の
財
源
保
障
機
能
及
び
財
源
調
整
機
能
の
強
化
を
図
り
、
市
町
村
合
併
の
算
定
特
例
の

終
了
を
踏
ま
え
た
新
た
な
財
政
需
要
の
把
握
並
び
に
小
規
模
自
治
体
に
配
慮
し
た
段
階
補
正
の
強
化
な

ど
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
六
日

大
分
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議
会
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